
 福 井 市 犯 罪 被 害 者 等 見 舞 金 支 給 規 則 を 公 布 す る 。 

令 和 ７ 年 ３ 月 ３ １ 日 

                福 井 市 長  西  行   茂 

福 井 市 規 則 第 ２ ４ 号 

福 井 市 犯 罪 被 害 者 等 見 舞 金 支 給 規 則 

（ 趣 旨 ） 

第 １ 条  こ の 規 則 は 、 福 井 市 犯 罪 被 害 者 等 支 援 条 例 （ 令 和 ７ 年 福 井 市 条 

例 第  号 ） 第 ８ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 犯 罪 被 害 者 等 に 対 し て 行 う 見 舞 金

の 支 給 に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。   

（ 定 義 ） 

第 ２ 条  こ の 規 則 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号 

に 定 め る と こ ろ に よ る 。 

(1) 犯 罪 行 為  日 本 国 内 又 は 日 本 国 外 に あ る 日 本 船 舶 若 し く は 日 本 航 

  空 機 内 に お い て 行 わ れ た 人 の 生 命 又 は 身 体 を 害 す る 罪 に 当 た る 行 為 

（ 刑 法 （ 明 治 ４ ０ 年 法 律 第 ４ ５ 号 ） 第 ３ ７ 条 第 １ 項 本 文 、 第 ３ ９ 条 

第 １ 項 又 は 第 ４ １ 条 の 規 定 に よ り 罰 せ ら れ な い 行 為 を 含 む も の と し 

、 同 法 第 ３ ５ 条 又 は 第 ３ ６ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 罰 せ ら れ な い 行 為 

及 び 過 失 に よ る 行 為 を 除 く 。） を い う 。 な お 、 自 動 車 の 運 転 に よ り

人 を 死 傷 さ せ る 行 為 等 の 処 罰 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ２ ５ 年 法 律 第 ８ ６

号 ） 第 ２ 条 及 び 第 ３ 条 に 規 定 す る 危 険 運 転 致 死 傷 罪 に 当 た る 行 為 を

含 む も の と す る 。 

(2) 犯 罪 被 害  犯 罪 行 為 に よ る 生 命 又 は 身 体 に 対 す る 被 害 を い う 。   

(3) 犯 罪 被 害 者  犯 罪 被 害 を 受 け た 者 を い う 。 

(4) 犯 罪 被 害 者 等  犯 罪 被 害 者 及 び そ の 親 族 又 は 遺 族 を い う 。 

(5) 重 傷 病  犯 罪 行 為 に よ る 負 傷 又 は 疾 病 に 係 る 身 体 の 被 害 で あ っ て 



、 当 該 負 傷 又 は 疾 病 の 療 養 期 間 が １ 月 以 上 で 、 か つ 、 ３ 日 以 上 の 入 

院 を 要 す る （ 精 神 疾 患 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 療 養 期 間 が １ 月 以 上

で 、 か つ 、 ３ 日 以 上 労 務 に 服 す る こ と が で き な い 程 度 で あ る も の ） 

と 医 師 が 診 断 し た も の を い う 。 

(6) 市 民  住 民 基 本 台 帳 法 （ 昭 和 ４ ２ 年 法 律 第 ８ １ 号 ） に 基 づ き 本 市

の 住 民 基 本 台 帳 に 記 録 さ れ て い る 者 及 び や む を 得 ず 本 市 の 住 民 基 本

台 帳 に 記 録 さ れ ず に 本 市 内 に 居 住 し て い る 者 を い う 。 

（ 支 給 対 象 者 ） 

第 ３ 条  見 舞 金 の 支 給 の 対 象 と な る 者 （ 以 下 「 支 給 対 象 者 」 と い う 。）  

は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 見 舞 金 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 者 と す

る 。 

(1) 遺 族 見 舞 金  犯 罪 行 為 に よ り 死 亡 し た 者 の 第 １ 順 位 遺 族 （ 次 条 第 

３ 項 の 規 定 に よ る 第 １ 順 位 の 遺 族 を い う 。 以 下 同 じ 。）  

(2) 重 傷 病 見 舞 金  犯 罪 行 為 に よ り 重 傷 病 を 負 っ た 者 

２  支 給 対 象 者 は 、 犯 罪 行 為 が 行 わ れ た 時 に お い て 市 内 に 住 所 を 有 し 、 

か つ 、 見 舞 金 の 申 請 時 に お い て 市 内 に 住 所 を 有 す る 者 と す る 。 た だ し

、 支 給 対 象 者 が や む を 得 な い 理 由 に よ り 住 所 を 移 転 せ ず に 市 内 に 居 住

し て い る 場 合 は 、 市 内 に 居 住 し て い る こ と を 客 観 的 に 確 認 で き る 書 類

の 提 出 に よ り 市 内 に 住 所 を 有 す る 者 と み な す こ と が で き る 。 

（ 遺 族 の 範 囲 及 び 順 位 ） 

第 ４ 条  遺 族 見 舞 金 の 支 給 を 受 け る こ と が で き る 遺 族 は 、 犯 罪 行 為 が 行 

わ れ た 時 に お い て 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 と す る 。 

(1) 犯 罪 被 害 者 の 配 偶 者 （ 犯 罪 被 害 者 と 婚 姻 の 届 出 を し て い な い が 、 

事 実 上 婚 姻 関 係 と 同 様 の 事 情 に あ っ た 者 又 は 犯 罪 被 害 者 と パ ー ト ナ 

ー シ ッ プ の 関 係 に あ っ た 者 （ 福 井 市 パ ー ト ナ ー シ ッ プ 宣 誓 制 度 実 施 



要 綱 の 規 定 に よ る 宣 誓 を 行 っ た 者 及 び こ れ に 準 ず る 者 と し て 市 長 が 

認 め る 者 を い う 。） を 含 む 。）  

(2) 犯 罪 被 害 者 の 収 入 に よ っ て 生 計 を 維 持 し て い た 当 該 犯 罪 被 害 者 の 

子 、 父 母 、 孫 、 祖 父 母 及 び 兄 弟 姉 妹 

(3) 前 号 に 該 当 し な い 犯 罪 被 害 者 の 子 、 父 母 、 孫 、 祖 父 母 及 び 兄 弟 姉      

  妹 

２  犯 罪 被 害 者 の 死 亡 の 当 時 に 胎 児 で あ っ た 子 が 出 生 し た 場 合 の 前 項 の 

規 定 の 適 用 に つ い て は 、 そ の 母 が 犯 罪 被 害 者 の 収 入 に よ っ て 生 計 を 維 

持 し て い た 場 合 に あ っ て は 同 項 第 ２ 号 の 子 と 、 そ の 他 の 場 合 に あ っ て 

は 同 項 第 ３ 号 の 子 と み な す 。 

３  遺 族 見 舞 金 の 支 給 を 受 け る べ き 遺 族 の 順 位 は 、 第 １ 項 各 号 の 順 序 と 

し 、 同 項 第 ２ 号 及 び 第 ３ 号 に 掲 げ る 者 の う ち に あ っ て は 、 そ れ ぞ れ 当

該 各 号 に 掲 げ る 順 序 と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 父 母 に つ い て は 、 養

父 母 を 先 順 位 と し 、 実 父 母 を 後 順 位 と す る 。 

４  第 １ 順 位 遺 族 と な る 者 が 複 数 あ る と き は 、 当 該 遺 族 が 協 議 を 行 い 、 

当 該 遺 族 の い ず れ か １ 人 を 代 表 者 と し て 定 め な け れ ば な ら な い 。 

５  第 １ 順 位 遺 族 が 当 該 見 舞 金 の 申 請 を し な い 場 合 は 、 第 ２ 順 位 以 降 の 

遺 族 は 、 当 該 見 舞 金 を 申 請 す る こ と が で き な い 。 

６  第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 犯 罪 被 害 者 を 故 意 に 死 亡 さ せ 、 又 は 犯 

罪 被 害 者 の 死 亡 前 に 、 当 該 犯 罪 被 害 者 の 死 亡 に よ っ て 遺 族 見 舞 金 の 支 

給 を 受 け る こ と が で き る 先 順 位 若 し く は 同 順 位 と な る べ き 者 を 故 意 に 

死 亡 さ せ た 者 は 、 遺 族 見 舞 金 の 支 給 を 受 け る こ と が で き る 遺 族 と し な 

い 。 

（ 見 舞 金 の 支 給 ） 

第 ５ 条  市 長 は 、 犯 罪 被 害 を 警 察 へ の 被 害 届 等 に よ り 客 観 的 に 確 認 で き 



る 場 合 に 、 見 舞 金 を 支 給 す る も の と す る 。 

２  見 舞 金 の 額 は 、 別 表 に 定 め る 額 と す る 。 

３  重 傷 病 見 舞 金 を 受 け た 者 が 、 当 該 見 舞 金 の 支 給 に 係 る 犯 罪 被 害 に 起 

因 し て 死 亡 し た 場 合 は 、 当 該 死 亡 し た 者 の 第 １ 順 位 遺 族 に 対 し 、 遺 族

見 舞 金 を 支 給 す る 。 た だ し 、 当 該 支 給 を 受 け た 重 傷 病 見 舞 金 の 額 を 控

除 す る も の と す る 。 

 （ 見 舞 金 の 申 請 ） 

第 ６ 条  見 舞 金 の 支 給 を 受 け よ う と す る 者 は 、 福 井 市 犯 罪 被 害 者 等 見 舞 

金 支 給 申 請 書 （ 様 式 第 １ 号 。 以 下 「 申 請 書 」 と い う 。） に よ り 、 第 ８

条 に 規 定 す る 期 限 ま で に 市 長 に 申 請 し な け れ ば な ら な い 。 

２  前 項 の 規 定 に よ る 申 請 は 、 申 請 書 に 別 表 に 掲 げ る 見 舞 金 の 区 分 に 応 

じ 、 そ れ ぞ れ 同 表 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 行 わ な け れ ば な ら な い 。 た だ

し 、 こ れ ら の 書 類 に よ り 証 明 す べ き 事 実 を 市 が 保 有 す る 公 簿 等 で 確 認

す る こ と が で き る と き は 、 市 長 は そ の 書 類 の 添 付 を 省 略 さ せ る こ と が

で き る 。 

３  支 給 対 象 者 が 犯 罪 被 害 に よ っ て 見 舞 金 の 申 請 を す る こ と が 困 難 な 状 

態 で あ る と 市 長 が 認 め る と き 、 又 は 支 給 対 象 者 が 未 成 年 者 若 し く は 負

傷 、 疾 病 等 に よ り 見 舞 金 の 申 請 を す る こ と が 困 難 で あ る と 市 長 が 認 め

る と き は 、 当 該 支 給 対 象 者 の 親 族 が 代 理 と し て 申 請 し 、 支 給 を 受 け る

こ と が で き る 。 

４  第 ４ 条 の 規 定 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 見 舞 金 の 支 給 を 受 け る こ と が で 

き る 親 族 に つ い て 準 用 す る 。 

（ 支 給 の 制 限 ） 

第 ７ 条  市 長 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 に は 、 見 舞 金 を 支 給 し な い 。 

(1) 犯 罪 被 害 者 等 が 、 他 の 地 方 公 共 団 体 に お い て 、 同 種 の 見 舞 金 の 支



給 を 受 け て い る と き 。 

(2) 犯 罪 行 為 が 行 わ れ た 時 に お い て 、 犯 罪 被 害 者 又 は 支 給 対 象 者 と 加 

害 者 と の 間 に 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る 親 族 関 係 が あ っ た と き 。 た 

だ し 、 犯 罪 被 害 者 が １ ８ 歳 未 満 の 者 で 見 舞 金 を 受 給 す る 立 場 に あ る

場 合 又 は 犯 罪 被 害 者 が １ ８ 歳 未 満 で あ っ た 第 １ 順 位 遺 族 （ ２ 人 以 上

い る 場 合 は い ず れ か の 者 ） を 監 護 し て い た 場 合 は 、 こ の 限 り で な い

。 

ア  夫 婦 （ 婚 姻 の 届 出 を し て い な い が 、 事 実 上 婚 姻 関 係 と 同 様 の 事

情 に あ っ た 場 合 又 は パ ー ト ナ ー シ ッ プ の 関 係 に あ っ た 場 合 を 含 む

。）  

イ  直 系 血 族 （ 親 子 に つ い て は 、 縁 組 の 届 出 を し て い な い が 、 事 実

上 養 子 縁 組 関 係 と 同 様 の 事 情 に あ っ た 場 合 を 含 む 。）  

ウ  ３ 親 等 内 の 親 族 

(3) 犯 罪 被 害 者 又 は 支 給 対 象 者 が 犯 罪 行 為 を 誘 発 し た と き 、 そ の 他 当 

該 犯 罪 行 為 に つ き 、 犯 罪 被 害 者 又 は 支 給 対 象 者 に も 、 そ の 責 め に 帰 

す べ き 行 為 が あ っ た と き 。 

(4) 犯 罪 被 害 者 又 は 支 給 対 象 者 が 、 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止

等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ３ 年 法 律 第 ７ ７ 号 ） 第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る

暴 力 団 （ 以 下 「 暴 力 団 」 と い う 。） 及 び 同 条 第 ６ 号 に 規 定 す る 暴 力

団 員 （ 以 下 「 暴 力 団 員 」 と い う 。） の ほ か 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 に

協 力 し 、 又 は 関 与 す る 等 密 接 な 関 係 を 有 す る 者 で あ っ た と き 。 

(5) そ の 他 犯 罪 被 害 者 等 と 加 害 者 と の 関 係 そ の 他 の 事 情 か ら 判 断 し て

、 見 舞 金 を 支 給 す る こ と に よ り 加 害 者 が 財 産 上 の 利 益 を 受 け る お そ

れ が あ る 場 合 等 、 見 舞 金 を 支 給 す る こ と が 社 会 通 念 上 適 切 で な い と

認 め ら れ る と き 。 



（ 申 請 の 期 限 ） 

第 ８ 条  第 ６ 条 の 規 定 に よ る 申 請 の 期 限 は 、 犯 罪 行 為 の 発 生 を 知 っ た 日 

か ら ２ 年 又 は 犯 罪 行 為 が 行 わ れ た 日 か ら ７ 年 を 経 過 し た 時 と す る 。 

２  重 傷 病 見 舞 金 を 受 け た 者 が 、 当 該 見 舞 金 の 支 給 に 係 る 犯 罪 被 害 に 起 

因 し て 死 亡 し 、 遺 族 見 舞 金 の 支 給 申 請 を す る 場 合 の 期 限 は 、 前 項 の 規

定 に か か わ ら ず 、 犯 罪 被 害 者 が 死 亡 し た 日 か ら ２ 年 を 経 過 し た 時 と す

る 。 

３  前 ２ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 犯 罪 行 為 の 加 害 者 に よ り 身 体 の 自 

由 を 不 当 に 拘 束 さ れ て い た こ と そ の 他 の や む を 得 な い 理 由 に よ り 当 該    

期 限 を 経 過 す る 前 に 当 該 申 請 を す る こ と が で き な か っ た と き は 、 そ の

理 由 が な く な っ た 日 か ら ６ 月 以 内 に 限 り 、 当 該 申 請 を す る こ と が で き

る 。 

（ 支 給 の 決 定 ） 

第 ９ 条  市 長 は 、 第 ６ 条 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た と き は 、 そ の 内 容 を 

 審 査 し 、 見 舞 金 の 支 給 の 可 否 を 決 定 し 、 福 井 市 犯 罪 被 害 者 等 見 舞 金 支 

給 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ２ 号 ） 又 は 福 井 市 犯 罪 被 害 者 等 見 舞 金 支 給 申 請

却 下 通 知 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） に よ り 当 該 申 請 を 行 っ た 者 に 通 知 す る も の

と す る 。 

（ 支 給 の た め の 措 置 ） 

第 １ ０ 条  市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 決 定 を 行 う た め に 必 要 が あ る と 認 

め る と き は 、 支 給 対 象 者 そ の 他 の 関 係 人 に 対 し て 、 報 告 を さ せ 、 若 し 

く は 文 書 そ の 他 の 物 件 を 提 出 さ せ 、 又 は 福 井 市 犯 罪 被 害 者 等 見 舞 金 支 

給 に 係 る 照 会 書 （ 様 式 第 ４ 号 ） に よ り 警 察 等 の 関 係 機 関 に 照 会 し て 必 

要 な 事 項 の 報 告 を 求 め る こ と が で き る 。 

（ 支 給 の 請 求 ） 



第 １ １ 条  第 ９ 条 に 規 定 す る 支 給 の 決 定 を 受 け た 者 は 、 福 井 市 犯 罪 被 害 

者 等 見 舞 金 支 給 請 求 書 （ 様 式 第 ５ 号 ） に よ り 当 該 見 舞 金 の 支 給 を 請 求

す る も の と す る 。 

（ 支 給 決 定 の 取 消 し ） 

第 １ ２ 条  市 長 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 し た 場 合 は 、 第 ９ 条 に 規 

定 す る 支 給 の 決 定 を 取 り 消 す こ と が で き る 。 

(1) 第 ７ 条 各 号 の い ず れ か に 該 当 し て い る と 判 明 し た と き 。 

(2) 偽 り そ の 他 不 正 の 手 段 に よ り 当 該 決 定 を 受 け た と 市 長 が 認 め る と 

き 。 

２  前 項 の 規 定 に よ り 取 消 し を 行 っ た 場 合 は 、 市 長 は 、 福 井 市 犯 罪 被 害 

者 等 見 舞 金 支 給 取 消 通 知 書 （ 様 式 第 ６ 号 ） に よ り 当 該 支 給 の 決 定 を 受 

け た 者 に 通 知 す る も の と す る 。 

（ 見 舞 金 の 返 還 ） 

第 １ ３ 条  前 条 の 規 定 に よ り 見 舞 金 の 支 給 を 受 け た 者 が 支 給 の 決 定 を 取 

り 消 さ れ た 場 合 に お い て 、 当 該 取 消 し に 係 る 部 分 に 関 し 既 に 見 舞 金 が

支 給 さ れ て い る と き は 、 市 長 が 定 め る 日 ま で に 、 当 該 見 舞 金 を 指 定 の

方 法 に よ り 返 還 し な け れ ば な ら な い 。 

附  則 

（ 施 行 期 日 ） 

１  こ の 規 則 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 

（ 適 用 ） 

２  こ の 規 則 は 、 こ の 規 則 の 施 行 の 日 以 後 に 行 わ れ た 犯 罪 行 為 に つ い て 

適 用 す る 。 



別 表 （ 第 ５ 条 、 第 ６ 条 関 係 ）  

区 分  支 給 対 象 者  見 舞 金 の 額  申 請 書 添 付 書 類  
遺 族 見 舞

金  
第 １ 順 位 遺 族

で あ っ て 、 犯

罪 行 為 が 行 わ

れ た 時 に お い

て 市 民 で あ る

も の  

３ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円  (1) 支 給 対 象 者 と な る 第 １

順 位 遺 族 が 、 当 該 犯 罪 行

為 が 行 わ れ た 時 に 市 民 で

あ っ た こ と を 証 明 す る こ

と が で き る 書 類 

(2) 犯 罪 被 害 者 の 死 亡 診 断

書 、 死 体 検 案 書 等 の 写 し

そ の 他 の 死 亡 の 事 実 及 び

死 亡 の 年 月 日 を 証 明 す る

こ と が で き る 書 類 

(3) 犯 罪 被 害 者 と の 続 柄 を

証 す る 戸 籍 の 謄 本 又 は 抄

本 そ の 他 の 地 方 公 共 団 体

の 長 が 発 行 す る 証 明 書 

(4) 支 給 対 象 者 が 犯 罪 被 害

者 と 婚 姻 の 届 出 を し て い

な い が 、 事 実 上 婚 姻 関 係

と 同 様 の 事 情 に あ っ た 者

又 は 犯 罪 被 害 者 と パ ー ト

ナ ー シ ッ プ の 関 係 に あ っ

た 者 で あ る と き は 、 そ の

事 実 を 認 め る こ と が で き

る 書 類 

(5) そ の 他 市 長 が 必 要 と 認

め る 書 類  
重 傷 病 見

舞 金  
犯 罪 行 為 に よ

り 重 傷 病 を 負

っ た 犯 罪 被 害

者 で あ っ て 、

犯 罪 行 為 が 行

わ れ た 時 に お

い て 市 民 で あ

る も の  

１ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円  (1) 犯 罪 被 害 者 が 、 当 該 犯

罪 行 為 が 行 わ れ た 時 に 市

民 で あ っ た こ と を 証 明 す

る こ と が で き る 書 類 

(2) 重 傷 病 を 負 っ た 犯 罪 被

害 者 に あ っ て は 、 負 傷 又

は 疾 病 の 状 態 、 療 養 に 係

る 日 数 及 び 入 院 治 療 に 要

し た 日 数 又 は 労 務 に 服 す

る こ と が で き な い 日 数 に

関 す る 医 師 の 診 断 書 

(3) そ の 他 市 長 が 必 要 と 認

め る 書 類  

 


